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②気象予測の進歩により渇水が予測される場合のみ取水制限の早期化ができないか？

気象庁が発表している降雨量に関する１ヶ月予報や３ヶ月予報などの長期予報は、表

1-1 に示しすように、「低い」「平年並」「高い」の３つの階級のそれぞれが出現する確率

の数値が予報されています。予測の信頼性が大きい場合には１０％以下や６０％以上の

確率も付けられるとなっていますが、実際にはほとんどが気候的出現率（３３％）と同

じかそれと同程度（３０％、４０％）の確率での予報となっています。各階級の予報確

率に対して実際に各階級が出現した割合と各確率の予報発表回数は、図 1-5 のとおりで

あり、３０％の確率の出現率が大きく、１回の台風や発達した低気圧などにより大雨と

なることがあるなど、降水量の予報は、気温などに比べて確率の信頼度は低くなってい

ます。

表 1-1 今夏の近畿地方の

降水量の長期予報

１ヶ月予報 ３ヶ月予報

７月 ８月 ９月 ７～９月

少ない（％） ３０ ３０ ４０ ３０

並 （％） ４０ ４０ ３０ ４０

多い （％） ３０ ３０ ３０ ３０

図 1-5 降水量３ヶ月予報の確率評価

（気象庁 HP より）

長期の気象予測については現時点では精度的に十分でなく、気象予測によって渇水の

発生を事前に予測して取水制限の対応をするのは困難です。
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④既往最大渇水のような非常事態においては、夜間断水程度のことは受忍すべきで

はないか？

平成１６年度にモニターによる夜間断水の生活体験を実施しています（第 2 回利水・

水需要管理部会(H18.5.11）資料 1-2）。各モニターは、断水に対して、入浴や洗濯の時間

調整、炊事や洗面、トイレの汲み置き水の活用などの工夫により対応され、以下の意見

をいただきました。

・水は重たく持ち運びなど取り扱いが困難であるとともに重労働のため、健康でない

とできない。

・トイレが流れにくく大量の水が必要なことに気づいた。

・通常では感じない不便さがあり、水を思い通りに使えないことでどんどんストレス

が増してきた。

表 1-2 断水時の対応例

必要水量の 溜め置き水の使 時間をずらす 対処の仕方

多少 い勝手 ことの難易

洗面 少ない 容易 比較的難 貯めおいた水を使用

トイレ 比較的多い 容易 難 貯めおいた水を使用

風呂・シャワー 多い シャワーは使え 比較的容易 時間をずらすことが多かったが、

な 無理な場合は浴槽に貯めおいた水

だけで対処

炊事・洗い物 やや多い やや面倒 比較的容易 貯めおいた水を使用

洗濯 大変多い すすぎは難しい 比較的容易 時間をずらすことにより対処

夜間のみの断水であっても、入浴、炊事、洗濯等の時間制約、夜間のトイレの制約、

水の持ち運び作業等、生活への影響は非常に大きく、とりわけ高齢者や病人等の弱者、

女性にとっては大きな負担になると考えられます。また、夜間営業等企業の社会活動や

医療機関等にも大きな影響を与えることになります。淀川の渇水はこのような状況が数

ヶ月の長期に及び、その影響範囲も広域に及ぶことから、断水をともなうような渇水被

害は既往最大渇水においても最小限にとどめる必要があると考えます。

なお、上記断水体験における断水期間中の水使用量は、断水前の期間に比べ１０％程

度の減少にとどまっています。これは、入浴等の時間をずらした対応や水の汲み置き等

により断水しても使用水量の大幅な減少には繋がらなかったためです。夜間断水を実施

しても必ずしも大幅に使用水量が減少するとは限らないという結果になっています。
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⑤既往最大渇水のような非常事態においては、維持流量を削減して対応すべきでは

ないか？

河川維持流量は本来、河川環境の保全上必要な流量であり、例え渇水時であっても削

減をするべきではないと考えます。異常渇水に際して止むを得ず削減する場合であって

も削減は最小限とするべきであると考えます。

淀川では、これまで、昭和５９年渇水、昭和６１年渇水、平成６年渇水において、取

水制限時に維持流量の削減が行われてきました。昭和５９年渇水や昭和６１年渇水にお

いては、琵琶湖開発事業が完了しておらず水位低下に対する対策が不十分という状況下

において、当時の判断として、取水制限の実施にあわせて止むを得ず維持流量を削減し

ていますが、維持流量の削減による淀川本川を含む生態系等河川環境への長期的な影響

について当時十分調査は行われていません。また、平成６年渇水は琵琶湖開発事業完了

直後に夏期の急激な水位低下に直面し止むを得ず維持流量を削減していますが、９月の

秋雨前線や台風により水位が回復し、維持流量の削減は結果的に短期間で終わっていま

す。

既往最大渇水というのは、結果として既往最大であったと分かるのであり、渇水の初

期や渇水が進行する過程で、その渇水が既往最大渇水であることを前提に非常事態とし

て対応をするということができるものではありません。通常の渇水対策として実施でき

るものでないならば、異常渇水対策として想定することはできません。

既往最大渇水時の試算は、現状より厳しい取水制限基準による取水制限の実施に加え、

水需要抑制の取り組みによる１０％節水の効果、、現状より厳しい平常時の維持流量の運

用など、ソフト対策として考えられる対応を最大限実施したうえで、なお、既往最大渇

水時には十分には対応できないことを示しています。

また、近年の少雨化傾向を踏まえると、今後、既往最大渇水を上回るような、より厳

しい流況の発生も念頭にする必要があります。

異常渇水という危機対応には、取水制限をはじめとするソフト対策だけでなく、異常

渇水対策容量の確保というようなハード対策をあわせて実施する必要があり、ソフト、

ハードの両面からの対策が必要と考えます。
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２．高時川頭首工について

高時川の流れる湖北地方は、古くから稲作農業が行われ、そのかんがい用水の主たる

水源として高時川の表流水が利用されてきました。高時川には古くから多くの井堰が設

置され、農業用水の不足から水争いが数百年来繰り返されてきました。このような水不

足の抜本的な対策として、昭和４０年度から昭和６１年度にかけて国営湖北農業水利事

業が実施され、それまであった多くの慣行水利が整理され、昭和５１年に許可水利とな

っています。（第 2 回ダム WG（H16.7.18）資料 2-2 参照）

国営湖北土地改良事業では、余呉川頭首工、高時川頭首工、琵琶湖から余呉湖への補

給揚水機場やこれらを結ぶ導水路が設置され、高時川の水量が不足するときには、琵琶

湖からの揚水や余呉川から導水して補給される配水ネットワークが整備されました。そ

の後、かいがい期間の変更や余呉湖の環境上からの利用水深の制約等から国営新湖北農

業水利事業が実施され、余呉湖補給揚水機場の増設等が行われ、平成１４年の変更後の

水利権は、表 2-1 のとおりとなっています。

図 2-1 国営新湖北農業水利事業の概要図

表 2-1 国営新湖北農業水利事業の水利権
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